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【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦三丁目１番21号

【電話番号】 03-6478-2539（代表）

【事務連絡者氏名】 専務執行役員　　花澤　秀樹

【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集（売出）金額】 募集金額

ブックビルディング方式による募集

10,000,000,000円から100,000,000,000円

売出金額

（引受人の買取引受けによる国内売出し）

ブックビルディング方式による売出し 未定

（オーバーアロットメントによる売出し）

ブックビルディング方式による売出し 未定

（注）　募集金額は、有価証券届出書提出時における見込額（会

社法上の払込金額の総額の見込額）です。なお、募集金

額は今後提出される有価証券届出書の訂正届出書におい

て変更される可能性があります。売出金額（引受人の買

取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメント

による売出し）は未定です。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

　（注）　上場承認前の株券の募集又は売出しの相手方について

当社は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）プライム市場への当社普通株式の新規上場を申

請しておりますが、有価証券届出書提出時において取引所による新規上場の承認（以下「上場承認」とい

う。）は行われておりません。上場承認前の株券の募集又は売出しは、当社普通株式に係る投資家の需要の状

況に関する調査を行うことを目的とし、その相手方は機関投資家を中心に相対的に価格算定能力が高いと推定

される投資家に限定されます。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
　2024年11月８日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、中間連結会計期間（2024年４月１日から2024

年９月30日まで）に係る要約中間連結財務諸表について、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づくPwC Japan

有限責任監査法人による期中レビュー報告書を受領したことにより、第１四半期連結会計期間（2024年４月１日から

2024年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2024年４月１日から2024年６月30日まで）に係る要約四半期連結

財務諸表に加えて、第２四半期連結会計期間（2024年７月１日から2024年９月30日まで）及び中間連結会計期間（2024

年４月１日から2024年９月30日まで）に係る要約中間連結財務諸表を記載するため、有価証券届出書の訂正届出書を提

出するものであります。

 

２【訂正事項】
第二部　企業情報

第５　経理の状況

１．連結財務諸表等

［期中レビュー報告書］

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の記載事項については訂正後のみ掲載し、＿＿＿罫を省略しております。
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第二部【企業情報】

第５【経理の状況】

１．連結財務諸表、要約四半期連結財務諸表及び要約中間連結財務諸表並びに財務諸表の作成方法に

ついて

（１）（省略）

（２）（省略）

（３）当社の要約中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）第312条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」

に準拠して作成しています。

　当社の要約中間連結財務諸表は、第一種中間連結財務諸表です。

（４）（省略）

 

２．監査証明について

（１）（省略）

（２）（省略）

（３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2024年７月１日から

2024年９月30日まで）及び中間連結会計期間（2024年４月１日から2024年９月30日まで）に係る要約中間連結財

務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人による期中レビューを受けています。

 

EDINET提出書類

キオクシアホールディングス株式会社(E35948)

訂正有価証券届出書（新規公開時）

 3/27



１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結財政状態計算書】

（省略）

 

【要約四半期連結財政状態計算書】

（省略）

 

【要約中間連結財政状態計算書】

    （単位：百万円）

 注記
前連結会計年度

（2024年３月31日）
 

当中間連結会計期間
（2024年９月30日）

資産     

流動資産     

現金及び現金同等物  187,593  143,694

営業債権及びその他の債権  149,815  219,947

その他の金融資産 12 5,353  27,455

棚卸資産 13 271,781  331,543

その他の流動資産  36,833  53,046

流動資産合計  651,375  775,685

非流動資産     

有形固定資産 14 1,168,765  1,132,099

使用権資産  159,719  201,775

のれん  395,405  395,259

無形資産  11,259  10,039

持分法で会計処理されている投資  6,869  6,931

その他の金融資産 12 87,139  61,676

その他の非流動資産  13,688  20,272

繰延税金資産  370,722  321,854

非流動資産合計  2,213,566  2,149,905

資産合計  2,864,941  2,925,590
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    （単位：百万円）

 注記
前連結会計年度

（2024年３月31日）
 

当中間連結会計期間
（2024年９月30日）

負債及び資本     

負債     

流動負債     

借入金 ６ 826,413  275,824

営業債務及びその他の債務  512,502  570,672

リース負債  40,025  40,978

その他の金融負債 ６、12 344,341  24,508

未払法人所得税  6,182  22,396

引当金  4,694  4,610

その他の流動負債  131,970  111,373

流動負債合計  1,866,127  1,050,361

非流動負債     

借入金 ６ 284,899  614,225

リース負債  142,871  184,137

その他の金融負債 ６、12 －  321,559

退職給付に係る負債  48,492  48,920

引当金  7,331  7,721

その他の非流動負債  65,419  80,731

繰延税金負債  36  2

非流動負債合計  549,048  1,257,295

負債合計  2,415,175  2,307,656

資本     

資本金 ７ 10,000  10,000

資本剰余金 ７ 851,517  851,517

その他の資本の構成要素  51,172  43,364

利益剰余金  △463,054  △287,072

親会社の所有者に帰属する持分合計  449,635  617,809

非支配持分  131  125

資本合計  449,766  617,934

負債及び資本合計  2,864,941  2,925,590
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

（省略）

 

【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】

（省略）

 

【要約中間連結損益計算書及び要約中間連結包括利益計算書】

【要約中間連結損益計算書】

    （単位：百万円）

 注記
 前中間連結会計期間
(自2023年４月１日
　至2023年９月30日)

 
 当中間連結会計期間
(自2024年４月１日
　至2024年９月30日)

売上収益 ９ 492,538  909,408

売上原価 10 656,029  556,365

売上総利益（△損失）  △163,491  353,043

     

販売費及び一般管理費  65,948  62,632

その他の収益  1,369  4,063

その他の費用  3,512  2,583

営業利益（△損失）  △231,582  291,891

     

金融収益  1,032  1,430

金融費用 ８ 38,538  44,474

持分法による投資利益  48  72

税引前中間利益（△損失）  △269,040  248,919

     

法人所得税費用  △79,941  72,939

中間利益（△損失）  △189,099  175,980

     

中間利益（△損失）の帰属     

親会社の所有者  △189,104  175,980

非支配持分  5  0

中間利益（△損失）  △189,099  175,980

     

１株当たり中間利益     

基本的１株当たり中間利益（△損失）（円） 11 △365.42  340.06

希薄化後１株当たり中間利益（△損失）（円） 11 △365.42  335.95
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【要約中間連結包括利益計算書】

    （単位：百万円）

 注記
 前中間連結会計期間
(自2023年４月１日
　至2023年９月30日)

 
 当中間連結会計期間
(自2024年４月１日
　至2024年９月30日)

中間利益（△損失）  △189,099  175,980

     

その他の包括利益     

純損益に振り替えられることのない項目     

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る金融資産の純変動
12 5,909  △17,878

確定給付制度の再測定  40  2

純損益に振り替えられることのない項目合計  5,949  △17,876

純損益に振り替えられる可能性のある項目     

在外営業活動体の換算差額  5,997  △2,539

キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分  △12,392  12,630

持分法適用会社におけるその他の包括利益に

対する持分
 20  △10

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計  △6,375  10,081

税引後その他の包括利益  △426  △7,795

     

中間包括利益  △189,525  168,185

     

中間包括利益の帰属     

親会社の所有者  △189,536  168,191

非支配持分  11  △6

中間包括利益  △189,525  168,185
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【要約四半期連結損益計算書】

    （単位：百万円）

 注記
 前第２四半期連結会計期間

(自2023年７月１日
　至2023年９月30日)

 
 当第２四半期連結会計期間

(自2024年７月１日
　至2024年９月30日)

売上収益  241,443  480,911

売上原価  308,834  284,460

売上総利益（△損失）  △67,391  196,451

     

販売費及び一般管理費  32,402  31,631

その他の収益  894  2,586

その他の費用  1,870  1,374

営業利益（△損失）  △100,769  166,032

     

金融収益  820  3,766

金融費用  22,394  20,817

持分法による投資損益（△は損失）  △79  192

税引前四半期利益（△損失）  △122,422  149,173

     

法人所得税費用  △36,447  42,951

四半期利益（△損失）  △85,975  106,222

     

四半期利益（△損失）の帰属     

親会社の所有者  △85,980  106,222

非支配持分  5  0

四半期利益（△損失）  △85,975  106,222

     

１株当たり四半期利益     

基本的１株当たり四半期利益（△損失）（円） 11 △166.14  205.26

希薄化後１株当たり四半期利益（△損失）

（円）
11 △166.14  202.79
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【要約四半期連結包括利益計算書】

    （単位：百万円）

 注記
 前第２四半期連結会計期間

(自2023年７月１日
　至2023年９月30日)

 
 当第２四半期連結会計期間

(自2024年７月１日
　至2024年９月30日)

四半期利益（△損失）  △85,975  106,222

     

その他の包括利益     

純損益に振り替えられることのない項目     

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る金融資産の純変動
 2,391  △13,839

確定給付制度の再測定  △1  －

純損益に振り替えられることのない項目合計  2,390  △13,839

純損益に振り替えられる可能性のある項目     

在外営業活動体の換算差額  705  △6,222

キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分  3,171  18,120

持分法適用会社におけるその他の包括利益に

対する持分
 6  △21

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計  3,882  11,877

税引後その他の包括利益  6,272  △1,962

     

四半期包括利益  △79,703  104,260

     

四半期包括利益の帰属     

親会社の所有者  △79,708  104,272

非支配持分  5  △12

四半期包括利益  △79,703  104,260
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③【連結持分変動計算書】

（省略）

 

【要約四半期連結持分変動計算書】

（省略）

 

【要約中間連結持分変動計算書】

前中間連結会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

            （単位：百万円）

 注記 資本金  
資本
剰余金

 
その他の
資本の構成

要素
 

利益
剰余金

 

親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

 
非支配
持分

 
資本
合計

2023年４月１日時点の残高 ７ 10,000  851,517  15,634  △219,083  658,068  117  658,185

中間利益（△損失）  －  －  －  △189,104  △189,104  5  △189,099

その他の包括利益  －  －  △432  －  △432  6  △426

中間包括利益合計  －  －  △432  △189,104  △189,536  11  △189,525

株式報酬取引  －  －  10  －  10  －  10

その他の資本の構成要素

から利益剰余金への振替
 －  －  △40  40  －  －  －

所有者との取引額合計  －  －  △30  40  10  －  10

2023年９月30日時点の残高 ７ 10,000  851,517  15,172  △408,147  468,542  128  468,670

 

当中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

            （単位：百万円）

 注記 資本金  
資本
剰余金

 
その他の
資本の構成

要素
 

利益
剰余金

 

親会社の
所有者に
帰属する
持分合計

 
非支配
持分

 
資本
合計

2024年４月１日時点の残高 ７ 10,000  851,517  51,172  △463,054  449,635  131  449,766

中間利益（△損失）  －  －  －  175,980  175,980  0  175,980

その他の包括利益  －  －  △7,789  －  △7,789  △6  △7,795

中間包括利益合計  －  －  △7,789  175,980  168,191  △6  168,185

株式報酬取引  －  －  △17  －  △17  －  △17

その他の資本の構成要素

から利益剰余金への振替
 －  －  △2  2  －  －  －

所有者との取引額合計  －  －  △19  2  △17  －  △17

2024年９月30日時点の残高 ７ 10,000  851,517  43,364  △287,072  617,809  125  617,934
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

（省略）

 

【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（省略）

 

【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：百万円）

 注記
 前中間連結会計期間
(自2023年４月１日
　至2023年９月30日)

 
 当中間連結会計期間
(自2024年４月１日
　至2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間利益（△損失）  △269,040  248,919

減価償却費及び償却費  181,247  157,685

減損損失  343  6

金融収益  △1,032  △1,430

金融費用  38,538  44,474

持分法による投資損益（△は益）  △48  △72

固定資産除売却損益（△は益）  1,205  △825

棚卸資産の増減額（△は増加）  112,939  △61,776

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）  △18,892  △80,459

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）  36,006  36,941

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）  606  435

その他  △29,428  △34,287

小計  52,444  309,611

利息及び配当金の受取額  1,888  1,513

利息の支払額 ８ △14,250  △63,171

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）  △2,859  △6,088

営業活動によるキャッシュ・フロー  37,223  241,865

     

投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △188,912  △87,252

有形固定資産の売却による収入  327  1,623

無形資産の取得による支出  △404  △204

政府補助金による収入  4,768  22,966

その他  119  25

投資活動によるキャッシュ・フロー  △184,102  △62,842

     

財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金及びリボルビング・クレジット・

ファシリティ実行残高の純増減額（△は減少）
６ 86,449  △93,806

長期借入による収入 ６ 77,395  26,448

長期借入金の返済による支出 ６ △115,023  △140,137

リース負債の返済による支出  △13,807  △14,223

財務活動によるキャッシュ・フロー  35,014  △221,718

     

現金及び現金同等物に係る換算差額  4,049  △1,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △107,816  △43,899

現金及び現金同等物の期首残高  261,351  187,593

現金及び現金同等物の中間期末残高  153,535  143,694
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【連結財務諸表注記】

（省略）

 

【要約四半期連結財務諸表注記】

（省略）

 

【要約中間連結財務諸表注記】

１．報告企業

 

　キオクシアホールディングス株式会社（以下「当社」という。）は、日本に所在する企業です。その登記さ

れている本店の所在地は、東京都港区芝浦三丁目１番21号です。当社の2024年９月30日に終了する要約中間連

結財務諸表は、当社及びその子会社（以下「当社グループ」という。）並びに関連会社及び共同支配の取決め

に対する持分により構成されています。2024年９月30日時点における当社の最終的な支配当事者はBain

Capital Investors LLCです。

　当社グループは、メモリ及び関連製品の研究開発、製造、販売、その他サービスを行っています。

 

２．作成の基礎

 

（１）IFRSに準拠している旨

　当社グループの要約中間連結財務諸表は、連結財務諸表規則第１条の２に掲げる「指定国際会計基準特定

会社」の要件を満たすことから、同第312条の規定により、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠し

て作成しています。要約中間連結財務諸表は、年次連結財務諸表で要求されている全ての情報が含まれてい

ないため、前連結会計年度の連結財務諸表と併せて利用されるべきものです。

　本要約中間連結財務諸表は、2024年11月８日に代表取締役社長執行役員 早坂 伸夫及び専務執行役員 花

澤 秀樹によって承認されています。

 

（２）測定の基礎

　当社グループの要約中間連結財務諸表は、公正価値で測定されている特定の金融商品等を除き、取得原価

を基礎として作成しています。

 

（３）機能通貨及び表示通貨

　当社グループの要約中間連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円を表示通貨としており、百万円未

満を四捨五入して表示しています。

 

３．重要性がある会計方針

 

　当社グループが本要約中間連結財務諸表において適用する重要性がある会計方針は、以下の新たに適用する

基準を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表において適用した会計方針と同一です。なお、当中間連結会

計期間の法人所得税費用は、見積平均年次実効税率を用いて算定しています。

　当社グループは、当中間連結会計期間より、以下の基準を適用しています。なお、当中間連結会計期間及び

前連結会計年度に係る連結財務諸表において、当該基準書の適用による重要な影響はありません。

基準書 基準名 新設・改訂の概要

IAS第１号 財務諸表の表示
・負債の流動、非流動の分類に関わる分類事項を明確化

・特約条項付の長期債務に関する情報の開示を要求する改訂

 

４．重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断

 

　IFRSに準拠した要約中間連結財務諸表の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収益

及び費用の金額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定を行うことが要求されています。実際の業績は、これら

の見積りとは異なる場合があります。

　見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの見直しによる影響は、見積りを

見直した会計期間及びそれ以降の将来の会計期間において認識されます。

　本要約中間連結財務諸表における重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断は、原則として前連結会計年

度に係る連結財務諸表と同様です。
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５．セグメント情報

 

報告セグメントに関する情報

　当社グループは、メモリ事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。

 

６．借入金及びその他の金融負債

 

　借入金及びその他の金融負債の内訳は以下のとおりです。

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（2024年３月31日）
当中間連結会計期間
（2024年９月30日）

流動負債   

償却原価で測定する金融負債   

短期借入金（注１） 126,180 32,275

１年内返済予定の長期借入金

（注１）（注２）
700,233 243,549

未払利息 14,641 11,439

優先株式（注３） 322,741 －

純損益を通じて公正価値で測定する金融

負債
  

デリバティブ負債 6,959 13,069

 小計 1,170,754 300,332

非流動負債   

償却原価で測定する金融負債   

長期借入金（注１）（注２） 284,899 614,225

優先株式（注３） － 321,559

 小計 284,899 935,784

 合計 1,455,653 1,236,116

 

リボルビング・クレジット・ファシリティ契約に係る借入未実行残高等は以下のとおりです。

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（2024年３月31日）
当中間連結会計期間
（2024年９月30日）

借入極度額 110,000 210,000

借入実行残高 110,000 －

借入未実行残高 － 210,000

 

（注１）当社は、2024年６月10日開催の取締役会決議に基づき、既存借入金の借換（リファイナンス）を目的として、

下記の資金調達につき金融機関と2024年６月12日付で修正契約を締結しました。当該借入金の帳簿価額は、前

連結会計年度末において699,915百万円、当中間連結会計期間末において495,379百万円です。

 

当初契約日 2019年５月31日

主要な借入先の

名称

株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社

借入金総額 タームローン：544,541百万円

リボルビング・クレジット・ファシリティ枠：210,000百万円

適用利率 TIBOR＋スプレッド

返済期限 2027年６月17日
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財務制限条項 本修正契約には、以下の財務制限条項が付されています。

① 連結レバレッジ・レシオが、以下の表に記載の数値を２連結会計年度連続で超えないこと。

（ⅰ）上場承認日までの期間内

 2025年3月期 2026年3月期 2027年3月期

第１四半期 4.73 : 1 2.28 : 1 1.82 : 1

第２四半期 3.69 : 1 2.17 : 1 1.70 : 1

第３四半期 2.68 : 1 2.05 : 1 1.57 : 1

第４四半期 2.39 : 1 1.94 : 1 1.45 : 1

　

 （ⅱ）上場承認後の期間

 2025年3月期 2026年3月期 2027年3月期

第２四半期 3.69 : 1 2.17 : 1 1.70 : 1

第４四半期 2.39 : 1 1.94 : 1 1.45 : 1

　

 ② 連結Equityの額が以下の金額を上回ること。

（ⅰ）上場承認日までの期間内

2025年３月期第１四半期連結会計期間末：773,000百万円

2025年３月期第２四半期連結会計期間末：823,000百万円

2025年３月期第３四半期連結会計期間以降の各四半期末：823,000百万円又は前年同期の連結

財政状態計算書における資本の合計の80%に323,000百万円を加算した額のいずれか高い方

（ⅱ）上場承認後の期間

2025年３月期第２四半期連結会計期間末：823,000百万円

上記以降の各第２四半期末、第４四半期末：823,000百万円又は前年同期連結財政状態計算書

における資本の合計の80%に323,000百万円を加算した額のいずれか高い方

 

 ③ 連結デット・エクイティ・レシオが、以下の表に記載の数値を超えないこと。

（ⅰ）上場承認日までの期間内

 2025年3月期 2026年3月期 2027年3月期

第１四半期 151% 124% 99%

第２四半期 137% 118% 93%

第３四半期 137% 111% 86%

第４四半期 130% 105% 80%

（ⅱ）上場承認後の期間

 2025年3月期 2026年3月期 2027年3月期

第２四半期 137% 118% 93%

第４四半期 130% 105% 80%

　

  

④ 上場承認日までの期間内においては、連結設備投資額を、連結会計年度ごとに、以下の表に

　 記載の金額以内に維持すること。

2025年3月期 2026年3月期 2027年3月期 2028年3月期

352,660 百万円 450,840 百万円 491,640 百万円 479,280百万円

　

  ⑤ 2025年3月期以降の当社グループの当期純損益が2連結会計年度連続で損失とならないこと

 

 ［定義及び算式］

① 連結：IFRSに準拠して作成された連結財務諸表数値

 ② 連結レバレッジ・レシオ：連結Debt／連結EBITDA

・連結Debt：連結有利子負債（但し、優先株式、リース負債を除く）

 ・連結EBITDA：連結営業利益に連結営業利益の計算において控除される有形固定資産及び無形

　 資産の償却費を加算した額。

 ③ 連結Equity：連結財政状態計算書における資本の合計＋優先株式の額（2024年9月末日時点

   323,000百万円）

 ④ 連結デット・エクイティ・レシオ：連結Debt／連結Equity
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  ⑤ 連結設備投資額：設備投資総額－セール・アンド・リースバック取引による資金調達額＋セー

　 ル・アンド・リースバック取引による資金返済額

担保等 シニア・ファシリティ契約に関連して、借入先に対して担保提供を行っています。また、キオクシア

株式会社は、資金調達先に対し担保を提供するとともに、当社の借入債務について連帯保証を行って

います。

 

（注２）当社グループは、一部の有形固定資産について、セール・アンド・リースバック取引を通じて資金調達を行っ

ています。これらの取引は、IFRS第16号「リース」により、取引の対象となる資産の譲渡がIFRS第15号「顧客

との契約から生じる収益」の譲渡の要件を満たさないため、売却及びリースとして会計処理していません。そ

のため、当該取引により調達した資金を長期借入金として会計処理しています。前連結会計年度末及び、当中

間連結会計期間末における１年内返済予定の長期借入金および長期借入金には、当該取引に係る借入金がそれ

ぞれ383,311百万円、350,695百万円含まれています。

 

（注３）当社は、2024年６月10日開催の取締役会決議に基づき、株式会社日本政策投資銀行と、非転換型優先株式の取

得請求発生日の延長、及びその条件について当中間連結会計期間末時点で合意しています。2024年７月18日付

で定款変更に係る事務手続が完了し、2024年７月19日付で株式会社日本政策投資銀行と修正投資契約も締結し

ています。

本優先株式を保有する株主は、株主総会において議決権を有さず、また、本優先株式には普通株式を対価とす

る取得条項及び取得請求権も付されていないため、普通株式に関する希薄化は発生しません。

本優先株式を保有する株主は、普通株式を保有する株主より優先して配当を受け取る又は残余財産の分配を受

け取ることができます。

　　　　本優先株式は、特定の日（2028年６月17日）において、現金による償還義務があるため、IFRSでは金融負債に

分類しています。当社は、本優先株式を取締役会決議により償還できる権利を有しており、本権利は、組込デ

リバティブに該当します。本組込デリバティブは、主契約と密接に関連しているため、主契約から分離して会

計処理をしていません。そのため、当社は、本優先株式の全てを償却原価で測定する金融負債に分類していま

す。

 

①　甲種優先株式

募集株式の数 甲種優先株式　1,200株

募集株式の払

込金額

１株につき金100,000,000円

（払込金額の総額　金120,000百万円）

払込期日 2019年６月17日

募集株式の割

当方法

第三者割当の方法により、募集株式の全てを株式会社日本政策投資銀行に割り当てる。

剰余金の配当 （１）当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録

された甲種優先株主又は甲種優先株式の登録株式質権者（以下「甲種優先登録株式質権者」とい

う。）に対し、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）又は普通株式の登録株式質権者

（以下「普通登録株式質権者」という。）に対する配当（以下「普通配当」という。）に先立ち、甲

種優先株式１株につき、本記載（２）に定める額（以下「甲種優先配当金」という。）の剰余金の配

当（以下「甲種優先配当」という。）を行う。なお、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への

甲種優先配当の支払い及び乙種優先株式を有する株主（以下「乙種優先株主」という。）又は乙種優

先株式の登録株式質権者（以下「乙種優先登録株式質権者」という。）への乙種優先配当（乙種優先

株式「剰余金の配当」（１）に定める。以下同じ。）の支払いは同順位とする。

 （２）① 甲種優先配当金の額は、甲種優先株式１株につき、当該配当に係る基準日の属する事業年

度の甲種優先株式基本価額に甲種優先配当率を乗じた金額（ただし、甲種優先株式に係る払込期日が

属する事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当を行う場合又は事業年度終了日以外の日を基

準日として剰余金の配当を行う場合は、当該配当に係る基準日の属する事業年度の初日（ただし、当

該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日）（同日を含む。）から当該配当に係

る基準日（同日を含む。）までの実日数で日割計算（１年を365日として計算し、除算は最後に行

い、１円未満の端数は切り捨てる。以下の日割計算について同様とする。）をすることにより算出さ

れる額）とする。ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の

配当がすでに行われているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。
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      ② 「甲種優先株式基本価額」とは、払込期日の属する事業年度においては、100,000,000円と

し、翌事業年度以降は、前事業年度の末日時点における甲種優先株式基本価額に、前事業年度に属す

る日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当が行われなかった場合には当該未払いの甲

種優先配当金の額を加算した額とする。ただし、ある事業年度において本記載（４）に定める甲種特

別配当が行われた場合には、当該甲種特別配当が支払われた日に当該甲種特別配当の額に相当する額

を甲種優先株式基本価額から減額するものとする。なお、当該甲種特別配当が行われた場合、甲種優

先配当金の額の計算にあたっては、当該甲種特別配当の日の前日（同日を含む。）までの期間につい

ては、当該減額前の甲種優先株式基本価額を、また、当該甲種特別配当の日（同日を含む。）以降の

期間については、当該減額後の甲種優先株式基本価額を、それぞれ用いて日割計算を行うものとす

る。

      ③ 「甲種優先配当率」とは以下に定める率（年率）をいう。ただし、ある事業年度の初日か

ら当該配当に係る基準日までの期間に甲種優先配当率の変更が生じることになる場合、甲種優先配当

金の額の計算にあたっては、変更前の期間については変更前の甲種優先配当率を、変更後の期間につ

いては変更後の甲種優先配当率を用いて、日割計算を行うものとする。

          払込期日から2024年６月16日まで：4.05％

          2024年６月17日から2025年３月31日まで：8.05％

          2025年４月１日から2026年９月30日まで：7.05％

          2026年10月１日から2027年３月31日まで：8.35％

          2027年４月１日以降：9.65％

 （３）ある事業年度に属する日を基準日として、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対して

本記載（１）に基づき支払う１株当たりの甲種優先配当の額の合計額が当該事業年度に係る甲種優先

配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

 （４）当社は、その選択により、普通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当に先立ち、又は、普

通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当を行った後に、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権

者に対し、甲種優先株式１株につき、その時点における甲種優先株式基本価額から100,000,000円を

控除した額を超えない範囲で、剰余金の配当（以下「甲種特別配当」という。）を行うことができ

る。なお、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種特別配当の支払い及び乙種優先株主又

は乙種優先登録株式質権者への乙種特別配当（乙種優先株式「剰余金の配当」（４）に定める。以下

同じ。）の支払いは同順位とする。

 （５）当社は、本記載（１）及び（４）に定めるもののほか、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質

権者に対し剰余金の配当は行わない。

残余財産の分

配

（１）当社は、残余財産を分配するときは、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し、普通

株主又は普通登録株式質権者及び乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に先立ち、甲種優先株式

１株につき、本記載（２）に定める額の金銭（以下「甲種優先株式取得価額」という。）を支払う。

 （２）「甲種優先株式取得価額」は、甲種優先株式１株につき、残余財産分配の日における甲種優先

株式基本価額に、残余財産分配の日における１株当たり未払配当金相当額を加算した額をいう。「残

余財産分配の日における１株当たり未払配当金相当額」とは、残余財産分配の日を剰余金の配当基準

日と仮定し、「剰余金の配当」の定めに従って、残余財産分配の日が属する事業年度の初日（ただ

し、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日）（同日を含む。）から残余財

産分配の日（同日を含む。）までの実日数で日割計算により算出される甲種優先配当金の額をいう。

ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする甲種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行わ

れているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。

 （３）当社は、本記載（１）に定めるもののほか、甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者に対し

残余財産の分配を行わない。

金銭を対価と

する取得請求

権

甲種優先株主は、以下の各号に定めるいずれかの事由が発生したときは、法令の定める範囲内におい

て、当社に対し、金銭を対価として甲種優先株式の全部又は一部を取得することを請求することがで

きるものとする（当該請求をした日を、以下「甲種優先株式取得請求日」という。）。係る請求が

あった場合には、当社は、甲種優先株式の全部又は一部を取得するのと引換えに、甲種優先株式取得

請求日における会社法第461条第２項の分配可能額を限度として、甲種優先株主に対して、上記の

「残余財産の分配」（２）に定める甲種優先株式取得価額相当額の金銭の交付を行うものとする（た

だし、本記載にいう甲種優先株式取得価額を算出する場合は、上記の「残余財産の分配」（２）の

「残余財産分配の日」を「甲種優先株式取得請求日」と読み替える。）。ただし、甲種優先株主から

分配可能額を超えて取得請求があった場合には、当社が取得すべき甲種優先株式は、取得請求された

株式数に応じた比例按分の方法その他当社の取締役会が定める合理的かつ公平な方法により決定す

る。
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 ①2027年12月17日を経過したとき。

②法令に基づき当社の株主総会で承認されたいずれかの事業年度の計算書類により算出した当該事業

年度末日における当社の分配可能額が当該事業年度の末日における全ての発行済みの甲種優先株式の

甲種優先株式取得価額及び全ての発行済みの乙種優先株式の乙種優先株式取得価額の合計額を下回る

とき。ただし、当該事業年度の計算書類が承認された当社の株主総会の日から３ヶ月以内に、当社の

分配可能額が当該事業年度の末日における全ての発行済みの甲種優先株式の甲種優先株式取得価額及

び全ての発行済みの乙種優先株式の乙種優先株式取得価額の合計額以上となった場合は、この限りで

はない。

 ③上場承認日までの期間内において、支配権の変更が生じたとき。「支配権の変更」とは、(i) BCPE

Pangea Cayman L.P.、BCPE Pangea Cayman 1A, L.P.、BCPE Pangea Cayman 1B, L.P.、BCPE Pangea

Cayman2, Ltd.並びにBain Capital Private Equity, LP、同社及びその関係者が保有、支配、管理又

は助言するファンド又は法人並びにこれらのファンド又は法人と関連する法人（Bain Capital

Private Equity, LPが助言するファンドのリミテッド・パートナーを除く。）により、又は、これら

の者のために設立された上記以外の特別目的事業体（以下総称して「スポンサーSPC」という。）、

株式会社東芝、HOYA株式会社並びにこれらの関係者が直接又は間接に保有する当社の普通株式（普通

株式以外に議決権付株式が存在する場合は、当該議決権付株式を含む。以下本記載において同じ。）

の合計が当社の発行済普通株式総数の３分の２を下回った場合、(ii) スポンサーSPCが直接又は間接

に保有する当社の普通株式の合計が当社の発行済普通株式総数の３分の１以下となった場合、(iii)

当社がキオクシア株式会社の発行済普通株式の全てを直接又は間接に保有しないことになった場合、

(iv) 当社が株式会社東芝の連結子会社となった場合、又は、(v) スポンサーSPCが当社の取締役会を

構成する取締役の過半数を直接又は間接に指名する権限を失った場合をいう。

 ④当社又はキオクシア株式会社が、自らの負担する金融債務について、当該金融債務に係る期限の利

益喪失事由（名称の如何を問わない。）の発生により、その支払期限よりも前に期限の利益を喪失し

たとき。ただし、金額が2,000,000,000円（又は他の通貨での同等額）以下である金融債務又はグ

ループ会社間の借入又は劣後借入に基づく金融債務については、この限りではない。

なお、上記の①から④に基づく取得請求権の行使が行われなかった場合には、別途合意しない限り、

法令上及び本件関連契約上認められる範囲で、2028年６月17日において、本取得請求権の全部が行使

される。

金銭を対価と

する取得条項

当社は、当社の取締役会決議をもって別に定める日（以下本記載において「甲種優先株式取得日」と

いう。）が到来したときは、法令の定める範囲内において、甲種優先株式取得価額相当額の金銭の交

付と引換えに、甲種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとする（ただし、本記載に

いう甲種優先株式取得価額を算出する場合は、上記の「残余財産の分配」（２）の「残余財産分配の

日」を「甲種優先株式取得日」と読み替える。）。当社が、取得対象となる甲種優先株式の一部のみ

を取得する場合には、取得対象となる甲種優先株式数に応じた比例按分の方法その他当社の取締役会

が定める合理的かつ公平な方法による。
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②　乙種優先株式

募集株式の数 乙種優先株式　1,800株

募集株式の払

込金額

１株につき金100,000,000円

（払込金額の総額　金180,000百万円）

払込期日 2019年６月17日

募集株式の割

当方法

第三者割当の方法により、募集株式の全てを株式会社日本政策投資銀行に割り当てる。

剰余金の配当 （１）当社は、剰余金の配当を行うときは、当該配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録

された乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し、普通配当に先立ち、乙種優先株式１株につ

き、本記載（２）に定める額（以下「乙種優先配当金」という。）の剰余金の配当（以下「乙種優先

配当」という。）を行う。なお、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者への乙種優先配当の支払

い及び甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種優先配当の支払いは同順位とする。

 （２）① 乙種優先配当金の額は、乙種優先株式１株につき、当該配当に係る基準日の属する事業年

度の乙種優先株式基本価額に乙種優先配当率を乗じて算出した額（ただし、乙種優先株式に係る払込

期日が属する事業年度に属する日を基準日として剰余金の配当を行う場合又は事業年度終了日以外の

日を基準日として剰余金の配当を行う場合は、当該配当に係る基準日の属する事業年度の初日（ただ

し、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日）（同日を含む。）から当該配

当に係る基準日（同日を含む。）までの実日数で日割計算とする。ただし、当該事業年度に属する日

を基準日とする乙種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行われているときは、係る配当の累積

額を控除した額とする。

      ② 「乙種優先株式基本価額」とは、払込期日の属する事業年度においては、100,000,000円と

し、翌事業年度以降は、前事業年度の末日時点における乙種優先株式基本価額に、前事業年度に属す

る日を基準日とする乙種優先配当金の全部又は一部の配当が行われなかった場合には当該未払いの乙

種優先配当金の額を加算した額とする。ただし、ある事業年度において乙種特別配当が行われた場合

には、当該乙種特別配当が支払われた日に当該乙種特別配当の額に相当する額を乙種優先株式基本価

額から減額するものとする。なお、当該乙種特別配当が行われた場合、乙種優先配当金の額の計算に

あたっては、当該乙種特別配当の日の前日（同日を含む。）までの期間については、当該減額前の乙

種優先株式基本価額を、また、当該乙種特別配当の日（同日を含む。）以降の期間については、当該

減額後の乙種優先株式基本価額を、それぞれ用いて日割計算を行うものとする。

      ③ 「乙種優先配当率」とは以下に定める率（年率）をいう。ただし、ある事業年度の初日か

ら当該配当に係る基準日までの期間に乙種優先配当率の変更が生じることになる場合、乙種優先配当

金の額の計算にあたっては、変更前の期間については変更前の乙種優先配当率を、変更後の期間につ

いては変更後の乙種優先配当率を用いて、日割計算を行うものとする。

          払込期日から2024年６月16日まで：4.30％

          2024年６月17日から2025年３月31日まで：8.30％

          2025年４月１日から2026年９月30日まで：7.30％

          2026年10月１日から2027年３月31日まで：8.60％

          2027年４月１日以降：9.90％

 （３）ある事業年度に属する日を基準日として、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対して

本記載（１）に基づき支払う１株当たりの乙種優先配当の額の合計額が当該事業年度に係る乙種優先

配当金の額に達しないときは、その不足額は、翌事業年度以降に累積しない。

 （４）当社は、その選択により、普通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当に先立ち、又は、普

通配当、甲種優先配当若しくは乙種優先配当を行った後に、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権

者に対し、乙種優先株式１株につき、その時点における乙種優先株式基本価額から100,000,000円を

控除した額を超えない範囲で、乙種特別配当を行うことができる。なお、乙種優先株主又は乙種優先

登録株式質権者への乙種特別配当の支払い及び甲種優先株主又は甲種優先登録株式質権者への甲種特

別配当の支払いは同順位とする。

 （５）当社は、本記載（１）及び（４）に定めるもののほか、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質

権者に対し剰余金の配当は行わない。
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残余財産の分

配

（１）当社は、残余財産を分配するときは、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し、普通

株主又は普通登録株式質権者に先立ち、乙種優先株式１株につき、本記載（２）に定める額の金銭

（以下「乙種優先株式取得価額」という。）を支払う。

（２）「乙種優先株式取得価額」は、乙種優先株式１株につき、残余財産分配の日における乙種優先

株式基本価額に、残余財産分配の日における１株当たり未払配当金相当額を加算した額をいう。「残

余財産分配の日における１株当たり未払配当金相当額」とは、残余財産分配の日を剰余金の配当基準

日と仮定し、「剰余金の配当」の定めに従って、残余財産分配の日が属する事業年度の初日（ただ

し、当該事業年度が払込期日の属する事業年度の場合には、払込期日）（同日を含む。）から残余財

産分配の日（同日を含む。）までの実日数で日割計算により算出される乙種優先配当金の額をいう。

ただし、当該事業年度に属する日を基準日とする乙種優先配当金の全部又は一部の配当がすでに行わ

れているときは、係る配当の累積額を控除した額とする。

（３）当社は、本記載（１）に定めるもののほか、乙種優先株主又は乙種優先登録株式質権者に対し

残余財産の分配を行わない。

金銭を対価と

する取得請求

権

乙種優先株主は、甲種優先株式「金銭を対価とする取得請求権」に定める①から④の事由が発生した

ときは、法令の定める範囲内において、当社に対し、金銭を対価として乙種優先株式の全部又は一部

を取得することを請求することができるものとする（当該請求をした日を、以下「乙種優先株式取得

請求日」という。）。係る請求があった場合には、当社は、乙種優先株式の全部又は一部を取得する

のと引換えに、乙種優先株式取得請求日における会社法第461条第２項の分配可能額を限度として、

乙種優先株主に対して、上記の「残余財産の分配」（２）に定める乙種優先株式取得価額相当額の金

銭の交付を行うものとする（ただし、本記載にいう乙種優先株式取得価額を算出する場合は、上記の

「残余財産の分配」（２）の「残余財産分配の日」を「乙種優先株式取得請求日」と読み替え

る。）。ただし、乙種優先株主から分配可能額を超えて取得請求があった場合には、当社が取得すべ

き乙種優先株式は、取得請求された株式数に応じた比例按分の方法その他当社の取締役会が定める合

理的かつ公平な方法により決定する。

なお、上記の①から④に基づく取得請求権の行使が行われなかった場合には、別途合意しない限り、

法令上及び本件関連契約上認められる範囲で、2028年６月17日において、本取得請求権の全部が行使

される。

金銭を対価と

する取得条項

当社は、当社の取締役会決議をもって別に定める日（以下本記載において「乙種優先株式取得日」と

いう。）が到来したときは、法令の定める範囲内において、乙種優先株式取得価額相当額の金銭の交

付と引換えに、乙種優先株式の全部又は一部を取得することができるものとする（ただし、本記載に

いう乙種優先株式取得価額を算出する場合は、上記の「残余財産の分配」（２）の「残余財産分配の

日」を「乙種優先株式取得日」と読み替える。）。当社が、取得対象となる乙種優先株式の一部のみ

を取得する場合には、取得対象となる乙種優先株式数に応じた比例按分の方法その他当社の取締役会

が定める合理的かつ公平な方法による。

 

（注４）当社グループは、2024年９月13日開催の取締役会決議に基づき、特定の設備投資を目的として、金融機関と

2024年９月19日付で120,000百万円の融資枠に係る契約を締結いたしました。なお、当中間連結会計期間末に

おいて、当該キャペックス・ファシリティ契約に係る借入実行残高はありません。
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７．資本金及び資本剰余金

 

　発行可能株式総数、発行済株式数及び資本金等の残高の増減は以下のとおりです。

 

前中間連結会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

 

 
株式の種類
（注）

発行可能株式総数
（株）

発行済株式数
（株）

資本金
（百万円）

資本剰余金
（百万円）

2023年４月１日

普通株式

2,070,000,000

517,500,000 10,000 851,517

優先株式 3,000 － －

合計 517,503,000 10,000 851,517

期中増減

普通株式

－

－ － －

優先株式 － － －

合計 － － －

2023年９月30日

普通株式

2,070,000,000

517,500,000 10,000 851,517

優先株式 3,000 － －

合計 517,503,000 10,000 851,517

（注）本優先株式は、特定の日において現金による償還義務があるため、IFRSでは償却原価で測定する金融負

債に分類しています。本優先株式の内容については、「注記６．借入金及びその他の金融負債」に記載

しています。

 

当中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

 

 
株式の種類
（注）

発行可能株式総数
（株）

発行済株式数
（株）

資本金
（百万円）

資本剰余金
（百万円）

2024年４月１日

普通株式

2,070,000,000

517,500,000 10,000 851,517

優先株式 3,000 － －

合計 517,503,000 10,000 851,517

期中増減

普通株式

－

－ － －

優先株式 － － －

合計 － － －

2024年９月30日

普通株式

2,070,000,000

517,500,000 10,000 851,517

優先株式 3,000 － －

合計 517,503,000 10,000 851,517

（注）本優先株式は、特定の日において現金による償還義務があるため、IFRSでは償却原価で測定する金融負

債に分類しています。本優先株式の内容については、「注記６．借入金及びその他の金融負債」に記載

しています。
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８．配当金

 

前中間連結会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

 

（１）配当金支払額

 

　　　該当事項はありません。

 

（２）基準日が前中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が前中間連結会計期間末後となる

もの

 

　　　該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

 

（１）配当金支払額

 

決議日 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2024年６月10日

取締役会

甲種優先株式 5,219 4,349,156
2024年３月31日 2024年６月28日

乙種優先株式 8,348 4,637,595

（注）甲種及び乙種優先株式は、IFRSでは金融負債として認識しており、要約中間連結損益計算書上、配当金

は「金融費用」として計上しています。

 

（２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となる

もの

 

　　　該当事項はありません。

 

９．売上収益

 

顧客との契約から生じる収益の分解

　当社グループは、主としてSSD & ストレージ及びスマートデバイス等のアプリケーションに使用するメモリ

及び関連製品の提供を行っており、製品の対価として顧客から受領した金額を売上収益として認識していま

す。

　主要な財又はサービスの種類に関する情報は以下のとおりです。

  （単位：百万円）

 
　前中間連結会計期間
（自2023年４月１日

　　至2023年９月30日）

　当中間連結会計期間
（自2024年４月１日

　　至2024年９月30日）

SSD & ストレージ 213,448 497,252

スマートデバイス 185,578 304,449

その他 93,512 107,707

合計 492,538 909,408

 

10．生産調整影響

 

　当社グループは、四日市工場と北上工場において、2022年10月よりウエハー投入量を削減する生産調整を行

いました。当該生産調整に伴う未稼働製造費用は、前中間連結会計期間において116,976百万円であり、要約

中間連結損益計算書の「売上原価」に含まれています。なお、当中間連結会計期間において、当該生産調整を

行っていません。
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11．１株当たり中間利益

 

　基本的１株当たり中間利益及び希薄化後１株当たり中間利益の計算基礎は以下のとおりです。

 

中間連結会計期間

 

 
　前中間連結会計期間
（自2023年４月１日

　　至2023年９月30日）

　当中間連結会計期間
（自2024年４月１日

　　至2024年９月30日）

親会社の所有者に帰属する中間利益（△損失）

（百万円）
△189,104 175,980

普通株式の加重平均株式数（株） 517,500,000 517,500,000

希薄化効果の影響（株） － 6,327,499

希薄化効果の影響調整後（株） 517,500,000 523,827,499

１株当たり中間利益   

　基本的１株当たり中間利益（△損失）（円） △365.42 340.06

　希薄化後１株当たり中間利益（△損失）（円） △365.42 335.95

（注）当中間連結会計期間においては希薄化効果を有するため、希薄化後１株当たり中間利益の計算に含めな

かった潜在株式はありません。希薄化効果を有しないため希薄化後１株あたり中間利益の計算に含めな

かった潜在株式は、前中間連結会計期間末において13,571,460株です。

 

第２四半期連結会計期間

 

 
前第２四半期連結会計期間
　（自2023年７月１日
　　至2023年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
　（自2024年７月１日
　　至2024年９月30日）

親会社の所有者に帰属する四半期利益（△損失）

（百万円）
△85,980 106,222

普通株式の加重平均株式数（株） 517,500,000 517,500,000

希薄化効果の影響（株） － 6,295,277

希薄化効果の影響調整後（株） 517,500,000 523,795,277

１株当たり四半期利益   

　基本的１株当たり四半期利益（△損失）（円） △166.14 205.26

　希薄化後１株当たり四半期利益（△損失）

（円）
△166.14 202.79

（注）当第２四半期連結会計期間においては希薄化効果を有するため、希薄化後１株当たり四半期利益の計算

に含めなかった潜在株式はありません。希薄化効果を有しないため希薄化後１株あたり四半期利益の計

算に含めなかった潜在株式は、前第２四半期連結会計期間末において13,571,460株です。
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12．金融商品の公正価値

 

　金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりです。なお、当該金融商品の帳簿価額が公正価値の合理的な

近似値となっている場合には、開示を省略しています。

    （単位：百万円）

 
前連結会計年度

（2024年３月31日）
当中間連結会計期間
（2024年９月30日）

 帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

その他の金融負債（優先株式）     

流動負債 322,741 322,187 － －

非流動負債 － － 321,559 321,162

 合計 322,741 322,187 321,559 321,162

（注）その他の金融負債（優先株式）の公正価値ヒエラルキーは、レベル３です。

 

　金融商品の公正価値の算定方法は以下のとおりです。

 

（現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務）

　短期間で決済され、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

 

（その他の金融資産、その他の金融負債）

　上場株式の公正価値については、期末日の市場価格によって算定しています。

　非上場株式は、類似企業比較法等、適切な評価技法を用いて公正価値を算定しています。

　負債性金融商品は、純資産に基づく方式により、公正価値を算定しています。

　未払利息は、短期間で決済されるため、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっています。

　デリバティブは、取引先金融機関から提示された価格を参照しており、期末時点の先物相場等観察可能

な市場データに基づき算定されています。

　優先株式の公正価値は、将来キャッシュ・フローの見積現在価値に基づいて算定しています。

 

（借入金）

　短期借入金は、短期間で決済され、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって

います。

　長期借入金は、主に変動金利によるもので、変動金利は短期間で市場金利が反映されること、また、債

務の残存期間と当社グループの信用状態を考慮すると、公正価値は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該

帳簿価額によっています。

 

　公正価値で測定される金融商品について、測定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じた公正

価値測定額を、レベル１からレベル３まで分類しています。公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振

替を生じさせた事象又は状況の変化が生じた日に認識しています。

　　レベル１：活発な市場における同一の資産又は負債の市場価格

　　レベル２：レベル１以外の観察可能な価格を直接又は間接的に使用して算出された公正価値

　　レベル３：観察不能なインプットを含む評価技法から算出された公正価値

 

　要約中間連結財政状態計算書において経常的に公正価値で測定する金融資産及び金融負債の公正価値ヒエラ

ルキーに基づくレベル別分類は、以下のとおりです。
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前連結会計年度（2024年３月31日）

   （単位：百万円）

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

資産：     

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産     

デリバティブ資産 － 5,219 － 5,219

負債性金融商品 － － 1,341 1,341

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産     

資本性金融商品 76,568 － 4,061 80,629

 合計 76,568 5,219 5,402 87,189

負債：     

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債     

デリバティブ負債 － 6,959 － 6,959

 合計 － 6,959 － 6,959

（注）前連結会計年度において、公正価値ヒエラルキーのレベル１、２及び３の間の重要な振替はありません。

 

当中間連結会計期間（2024年９月30日）

   （単位：百万円）

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計

資産：     

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産     

デリバティブ資産 － 27,327 － 27,327

負債性金融商品 － － 1,317 1,317

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産     

資本性金融商品 51,289 － 3,920 55,209

 合計 51,289 27,327 5,237 83,853

負債：     

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債     

デリバティブ負債 － 13,069 － 13,069

 合計 － 13,069 － 13,069

（注）当中間連結会計期間において、公正価値ヒエラルキーのレベル１、２及び３の間の重要な振替はありませ

ん。

 

　レベル３に分類された金融商品の期首から期末までの変動は、以下のとおりです。

  （単位：百万円）

 
　前中間連結会計期間
（自2023年４月１日

　　至2023年９月30日）

　当中間連結会計期間
（自2024年４月１日

　　至2024年９月30日）

期首残高 4,261 5,402

利得及び損失   

その他の包括利益（注） 200 △140

その他 85 △25

期末残高 4,546 5,237

   

（注）その他の包括利益に含まれている利得及び損失は、要約中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益を

通じて公正価値で測定する金融資産の純変動」に含まれています。

 

　レベル３に分類される資産については、社内規程に基づいて、適切な評価担当者が評価の実施及び評価結果

の分析を行っています。評価結果は、適切な社内承認プロセスを踏むことで公正価値評価の妥当性を確保して

います。

　レベル３に分類される金融商品は、資本性金融商品及び負債性金融商品より構成されています。資本性金融

商品の重要な観察可能でないインプットとして、主に非流動性ディスカウントを20％加味しています。公正価

値は、非流動性ディスカウントの上昇（低下）により減少（増加）します。なお、観察可能でないインプット

を合理的に考え得る代替的な仮定に変更した場合の公正価値の増減は重要ではありません。負債性金融商品は

主にファンドへの出資であり、評価技法として純資産に基づく方式により公正価値を算定しています。
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13．棚卸資産

 

　棚卸資産の正味実現可能価額までの評価減の金額は以下のとおりです。

 

  （単位：百万円）

 
　前中間連結会計期間
（自2023年４月１日

　　至2023年９月30日）

　当中間連結会計期間
（自2024年４月１日

　　至2024年９月30日）

評価減の金額 114,605 24,531

（注）当社グループは主としてSSD & ストレージ及びスマートデバイス等のアプリケーションに使用するメモリ

及び関連製品の製造・販売を行っているため、「売上原価」のほとんど全てが期中に費用として認識され

た棚卸資産です。

 

14．有形固定資産

 

前中間連結会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

 

（１）取得、売却又は処分

　有形固定資産の取得及び、売却又は処分の帳簿価額は、それぞれ111,533百万円、1,217百万円です。

 

（２）コミットメント

　有形固定資産の購入に関する契約債務の金額は、161,722百万円です。

 

当中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

 

（１）取得、売却又は処分

　有形固定資産の取得及び、売却又は処分の帳簿価額は、それぞれ123,569百万円、549百万円です。

 

（２）コミットメント

　有形固定資産の購入に関する契約債務の金額は、94,704百万円です。

 

15．偶発債務

 

　当社グループは、現在係争中の複数の訴訟等の当事者となっています。

　当社は、これらの訴訟等の結果が、現在入手可能な情報に基づき、当社グループの財政状態及び経営成績に

重大な悪影響を及ぼすものであるとは想定していません。

 

16．後発事象

 

該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

 2024年11月８日

キオクシアホールディングス株式会社  

 取締役会　御中 

 

 PwC Japan有限責任監査法人 

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 澤山　宏行

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 臼杵　大樹

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 小川　雅嗣

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているキオクシアホー

ルディングス株式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2024年７月

１日から2024年９月30日まで）及び中間連結会計期間（2024年４月１日から2024年９月30日まで）に係る要約中間連結財

務諸表、すなわち、要約中間連結財政状態計算書、要約中間連結損益計算書、要約中間連結包括利益計算書、要約中間連

結持分変動計算書、要約中間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の要約中間連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成

方法に関する規則」第312条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、キオクシアホールディ

ングス株式会社及び連結子会社の2024年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び中

間連結会計期間の経営成績並びに中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載

されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、ま

た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判

断している。

 

要約中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示すること

にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約中間連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　要約中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約中間連結財務諸表を作成すること

が適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第１号「財務諸表の表示」第４項に基づき、継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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要約中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から要約中間連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約中間連結財務諸表において、国際会計基準第１号「財務諸表

の表示」第４項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続

企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において要約中間連結財務諸表の注記事

項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、要約中

間連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー

報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可

能性がある。

・　要約中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさせる

事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約中間連結財務諸表の表示、構成及び内容、並び

に要約中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどう

かを評価する。

・　要約中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、要約中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監

査人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　　上

 
  
　（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（有価証券届出書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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